
                                    

 

農芸化学女性企業研究者賞表彰規程 
 

第 344 回理事会（2016 年 7 月 7日）承認 

 

（（（（目的目的目的目的））））    

第 1 条 この規程は、農芸化学女性研究者賞等授賞選考委員会が選考する農芸化学女性

企業研究者賞の受賞者の表彰に関する事項を定めることを目的とする。    

 

（（（（種類種類種類種類））））    

第 2 条 表彰は農芸化学女性企業研究者賞とする。 

 

（（（（表彰基準表彰基準表彰基準表彰基準））））    

第 3 条 表彰の基準は、企業において優れた研究あるいは開発成果をあげた女性研究者

とする。チームの一員として挙げた成果もこの賞の対象となる。 

 

（表彰）（表彰）（表彰）（表彰） 

第 4条 表彰は表彰式において行うこととし、受賞者には、賞状、賞牌を贈る。また、

副賞として 10 万円を添える。 

 

附則附則附則附則    

この規程は、2016 年 7月 7 日（第 344 回理事会）より施行する。 

 


